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Ⅰ．はじめに

G. W. F. ヘーゲル（1770-1831）は，労働手
段としての道具および機械を哲学的に「理性の
狡知」として特徴づけている。『大論理学』の
「目的論」はこの「理性の狡知」を詳細に論究
する 1）。すなはち　A．主観的目的　B．手段
　C．実現された目的 において，ヘーゲルは労
働手段の持つ独自な意義を分析する。その分析
は当時の経済学者の見解をはるかに凌駕するも
のである。私はすでに別稿においてこの目的論
を逐条的に論じた 2）。
本稿はまず理性の狡知の概念を，ヘーゲルの

イェーナ期（1801/07） および『 法の哲学 』の
各講義録（1817/25）において検討を加える。
そして「理性の狡知」が大論理学において概念・
判断・推理として展開される推理論の，例えば
個別と普遍との関係を特殊が媒介する役割，す
なはち「媒辞」機能を担うものであり，ヘーゲ
ル独自の首尾一貫した重要な思想の一つである
ことを論ずることにする。

Ⅱ．イェーナ期の「理性の狡知」論

イェーナ期を特徴づける手稿は『人倫の体系』
（1802/03）と『イェーナ体系構想Ⅰ』の「哲学
の体系 Ⅲ 精神哲学」の各「断章」（1803/04）
および『イェーナ精神哲学』（1805/06）である。   
   
   A　 『人倫の体系』および「哲学の体系 
　　Ⅲ 精神哲学」における「理性の狡知」 

ヘーゲルは『人倫の体系』において「道具」
についてつぎのように述べている。 
「主体は道具において自己と客体とのあいだ
に媒辞（Mitte）を作る，そしてこの媒辞が労
働の現実的な理性性（die reale Vernünftigkeit 
der Arbeit）である，というのは，労働そのも
の，そして加工される客体が，それ自身手段で
あるということは，形式的な手段性だからであ
る，これら労働そのもの，そして加工される客
体がそのためにあるそのものは，これらのもの
の外に存在し，かくして客体的なものに向かう
主体的なものの関係は，完全に〔客観的なもの
から〕分離された関係であり，単に主体的なも
ののうちに，知性の思想のうちにあって内なる
ものに留まっているからである。」3）

   以上のように，ヘーゲルは道具を主体と客体
との媒辞として捉え，道具を労働の現実的な理
性性としている。すなわち 主体 ― 道具 ― 客
体 の関係の定立である。そして主体それ自体
の労働と加工される客体とは単なる手段にすぎ
ない。「形式的な手段性」とは，道具の欠如し
た状態を含意し，主体の客体への関係はいまだ
「知性の思想」のうちに，後の『大論理学』で
言う「主観的目的」に留まっているのである。  
『イェーナ体系草稿Ⅰ』の「哲学の体系 Ⅲ 
精神哲学」（1803/04）の「断章 20」の「Ⅱ．
道具のポテンツ」においてもつぎのように述べ
られている。
「道具

4 4

は実践的な過程の現存在する理性的な
媒辞（die existierende vernünftige Mitte），現
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存在する普遍性である，道具は受動的なものに
対する活動的なものの側に現象する，道具は労
働する者の側から見れば，それ自体受動的であ
る，そして加工されるものに対して活動的であ
る。道具は労働することがそこで労働すること
の持続をもつものである，それは労働する者と
加工されるもののなかで唯一残り続けるもので
ある，そして道具においては両者の偶然性が永
久化される，道具は伝統のなかで伝えられてい
く，欲望を持つ者も欲望されるものもただ諸個
体としてのみ存続し，滅亡して行くだけである
のに。」4）

道具は諸個人の欲望とその対象を関係づける
媒辞である。労働という実践的な過程において，
主体と客体の関係を明確にし，両者を媒介する
手段として，「現存在する理性的な媒辞」とし
て道具を位置づけている。そして道具は労働す
る者からみれば「受動的」であり，加工される
ものからみれば「活動的」であるという道具の
もつ二面性について述べ，さらに道具が労働の
持続性として位置づけられ，道具のもつ「永久
化」が論究される。
さらにヘーゲルは同「断章 22」において「道

具」についてつぎのように述べている。 
「道具それ自体は，人間の物質的な否定作用

（sein materielles Vernichten）を，人間から遠ざ
ける，しかし道具において人間の形式的な否定作
用は持続しており，死せるもの （ein todtes） に向
けられた人間の活動性は持続している，そしてと
りわけ人間の活動性は本質的にその同じものを殺
すこと （das Tödten desselben） であり，その同
じものをそれの生動的な関連から剥ぎ取り，否定
作用するものとして （als ein zu vernichtendes） 
定立することである，人間は機械においてこ
の彼の形式的な活動性（diese seine formale 
Thätigkeit）さえも止揚し，そして機械を全く彼
のために働かせる。」5）

人間は自己のうちに本来もっていた生きた
自然に対する生き生きとした否定作用を，「否
定的な生動性（negative Lebendigkeit）」6）を，
道具の発明とともに失っていく。さらに道具

から機械へと進むにつれてこの「形式的な活
動性」さえも全く失っていくのである。なお
ここで「形式的」ということは「普遍的」と
いうことであろう。すなはち道具を手段とし
て使用する諸個人は普遍を，技能の承認と習
得において普遍的なものを学ばねばならない
からである。その場合において労働行為その
ものが「普遍性の形式」を持たねばならない
のである 7）。
 
＊ 道具と機械の関係について，「初稿抹消部分」
ではあるが，ヘーゲルはつぎのように述べてい
る。「人間は自然の否定作用において道具に，
自己の理性を止揚された理性として定立し，自
己の理性を自己から遠ざけるが，そのことに
よって，道具は機械となる」8）。

さらにヘーゲルは機械の登場にともなうとこ
ろの，人間の自然に対する更なる欺瞞，この欺
瞞の人間への復讐，人間の低劣化についてつぎ
のように述べている。
「しかし人間が自然に対して行使するところ
のいずれの欺瞞（Betrug）も，そしてこの欺
瞞によって人間が自然の個別性の内部に留まり
続けることも，人間それ自体に復讐する（rächt 
sich），人間が自然から騙し取る（abgewinnt）
ものについて言うならば，人間が自然を征服
すればするほど，人間そのものはますます低劣
化する（niedriger）。人間は色々な機械によっ
て自然を加工させることにより，自己の労働
することの必然性を止揚するのではなく，労
働することをただ外へと押しやり，労働する
ことを自然から遠ざける（entfernt）だけであ
る，かくして人間は生動的なものとしての自然
に生動的に向かっているのではなくて，この否
定的な生動性（negative Lebendigkeit）は労働
することから消滅している，人間に残されてい
る労働することはそれ自体より機械的なもの
（maschinenmässiger）となる，人間は労働を
全体のためにだけ減少させるのであり，個々人
のためにそうするのではなくて，個々人に対し
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てはむしろ労働を増大させるのである，という
のは労働が機械的になればなるほど，［労働は ]
ますますわずかの価値（weniger Werth）しか
もたず，そして人間はますますこうした仕方で
労働せざるをえなくなるからである。」9）

以上のようにヘーゲルは，人間が自然を騙
し，自然から騙し取るあらゆる企みが，人間そ
れ自体に復讐する，として機械がもつ負の側面
を鋭く抉り出している。すなはち媒辞（Mitte）
である機械は欺瞞として自然から騙し取る。こ
の騙しが深まれば深まるほど，自然の人間に対
する復讐がますます強くなる。つまり人間のま
すますの低劣化が招来される。機械は人間の労
働の必然性を止揚するのではない。労働を自然
から切り離し , 遠ざけるだけである。機械の登
場とともに人間の本来の労働がもつ生き生き
とした「否定的な生動性」は消滅している。か
くして労働はますます機械的なものとなり，労
働の価値をますます低下させるのである。＊こ
れらの論述は初期のマルクスにおける「疎外さ
れた労働」との関連を強く想起させるものであ
る 10）。 

＊ ヘーゲルはこの「断章 22」において，労働に
ついて極めて興味ある事柄を述べている。す
なはち具体的な労働がもつ個別性と普遍性の
関係である。個々人の労働は個々人の欲求を目
指した労働である。したがって労働は直接には
個別的なものである。しかしこの直接の労働も
普遍的なものとならなければならない。すなは
ち労働をするためには，「あらゆる労働の規則
（Regel）」が習得されねばならない。そしてこの
習得によって労働は「普遍性の形式（Form der 
Allgemeinheit）」を持ち，万人に承認されるこ
とになる。「この普遍的なものが労働にとって真
の本質（wahres Wesen）である，そして生来の
未熟さ（Ungeschicklichkeit）は普遍的なものの
習得（Erlernung）において克服していかねば
ならない，労働は本能ではなくて，国民（Volke）
のなかで自己を普遍的なものへ形成していく理
性性である，そしてそれゆえに労働は自己を克

服していかねばならない個体の個別性に対置さ
れている，そして労働行為（das Arbeiten）は
まさにそれゆえに本能としてではなくて，精神
のあり方のうちに現在している，それは，労働
が個別者の主観的な活動性でありながら他者，
つまり普遍的な規則となってしまうからであ
り，そうして労働はこの習得の過程をとうして
初めて個別者の技能（Geschicklichkeit）となり，
それ自身が他者になることによって自分のうち
に環帰するからである」11）。

かくしてヘーゲルはイェーナ時代の初期およ
び中期において，道具および機械を主体と客体
の媒介環として，および，自然に対する欺瞞と
して捉える。かくして「理性の狡知」の意義は
推理論の媒辞機能および人間の低劣化において
明確に捉えられていると言いうるであろう。
さらにヘーゲルは 主体―道具―客体 の関係
のなかで，「道具」のもつ第一義的な意義につ
いて『人倫の体系』においてつぎのように述べ
ている。   
「道具のこの理性性のために，道具は媒辞と
して労働行為よりも，また （ここで話題となっ
ている享受のために） 加工される客体よりも，
より高い存在であり，そして享受よりも，あ
るいは目的よりもより高い存在である，そして
これがために自然のポテンツに留まっているす
べての諸民族もまた道具を非常に尊んだのであ
り，そしてホメーロスにおいて我々は道具への
尊敬と道具についての意識とがこの上なく美し
く表現されているのを見いだすのである。」12）

   以上のように，道具の，労働手段の優位性に
ついて述べている。この考え方は終始一貫して
いる。
    
   B 　『イェーナ精神哲学』における
　　「理性の狡知」

   ヘーゲルは理性の「狡知」について『イェー
ナ精神哲学』においてつぎのように述べている。  
「自我は自己と外的な対象とのあいだに狡知

4 4
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（List）を差し入れる，それは自己をいたわり，
そして自己の規定性をそれで保護し，道具を使
い古すためである。」13）

「狡知」の概念がここに登場する。我々は狡
知の概念をこの期における体系との関連におい
て見ることにしよう。「精神哲学」は次のよう
に展開される。

［Ⅰ．主観的精神］＊

　Ⅱ．現実的精神 
　Ⅲ．国権

＊ Ⅰのタイトル［Ⅰ．主観的精神］は，J. ホフマ
イスターが名付けたものである 14）。R.- P. ホル
ストマンはこのタイトルを［概念にしたがった
精神］と名付けるべきであると言う。ホルスト
マンによれば，「しかしヘーゲルは彼のイェー
ナ期においては，主観的精神という概念はいま
だ使用してはいないのだから，ホフマイスター
のこの提案［主観的精神］は退けられるべきで
ある。タイトルはむしろ，ヘーゲルが彼の精神
哲学の第一部の特徴づけのために『概念にした
がった精神』あるいは『概念における精神』と
いうような定義づけを選んでいる，というテク
ストの参照に基づいて受け入れられるべきであ
る。」15）として，このテクストの四箇所を指示し，
それの参照を求めている 16）。とはいえ，いずれ
の箇所を見てもホルストマンの主張を積極的に
裏付けるものではない。

さて［主観的精神］は，［a. 知力 .］と「b. 意志」
からなりたち，理性の「狡知」はこの意志にお
いてはじめて論究される。しかしイェーナ期に
は「理性の狡知」という概念はいまだ存在しな
いで，「狡知」の概念のみが存在する。意志は
つぎのように展開される。
「意欲するものは意志する

4 4 4 4

（Das Wollende 
will），すなはちそれは自己を定立し，自己を自
己の対象とする。・・・ それは自己のうちに含
まれているもの，あるいは，自己自身における
推理
4 4

である。α）それは普遍的なもの
4 4 4 4 4 4

，目的
4 4

で

ある β）［それは］個別的なもの，自体，活動，
現実性である γ）それはこの両者の媒辞，衝

4

動
4

 （Trieb）である。衝動は内容
4 4

をもつところ
の二面的なもの

4 4 4 4 4 4

である，それは普遍的なもの，
目的であり，普遍的なものの活動的な自己であ
る，― 前者は根拠

4 4

，後者は形式
4 4

である。」17） 
ヘーゲルはここでも意志を推理として論じて
いる。推理形式 α）普遍（目的）β）個別（活
動）γ）特殊（媒辞・衝動）が意志行為に適用
される。衝動は普遍（目的）と個別（活動）と
を併せもつ媒辞である 18）。
さて意志は推理する。たとえば，空腹という
ような「不十分さの感情

4 4

」19）は最初の直接的
な推理である。この推理は充足されねばならな
い。それは「目的」と「活動」によって充足さ
れねばならない。両者の媒辞として「衝動」が
根拠（目的）と形式（活動性）において分析さ
れる。上記の三項関係，普遍― 個別―特殊 に
引きつけて言えば， 空腹（普遍）―充足（個別）
―衝動（特殊） という直接的な関係である。
つぎに「衝動の充足は第二の推理である。」20）

この充足は対象をもたなければならない。
「対象はしたがって内容，区別，そしてな
るほど推理の区別，個別性と普遍性，そして
両者の媒辞である。しかし α）［対象は］存

4

在するもの
4 4 4 4 4

であり，直接的である，推理の媒
辞は人間の作ったもの，死せる普遍性（todte 
Allgemeinheit）［道具］，他のもの

4 4 4 4

の有である，
そしてβ）推理の両極は特殊性

4 4 4

，規定性
4 4 4

そして
個体性である。―対象が他のものである限り，
推理の活動性は自我の活動性である」。21）

第二の推理は，ヘーゲルにしたがえば，衝動
（特殊）―死せる普遍性［道具］―対象（個別）
という関係になる。対象は衝動の対象であり，
自我の活動性の対象である。「推理の活動性は
自我の活動性である」。自我の活動性は対象へ
の媒介であり，この媒介をとうしての活動性で
ある。それは加工すること，組み立てること，
腐敗させること等，すなはち労働である。「労
働は現実に自己を物

4

とする（sich zum Dinge 
machen）ということである。」22）
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しかしどのような方法で労働は「自己を物と
する」ことができるのか。それは自我の活動性
とそれの対象とを媒介するところの手段の，道
具の役割にある。ヘーゲルは述べている。
「道具において，あるいは，耕作された，実
り豊かな畑地において，自我は可能性

4 4 4

を，一つ
4 4

の普遍的な内容
4 4 4 4 4 4 4

としての内容
4 4

を所有する。それ
ゆえ道具は，個別的なものである欲望という目
的よりもよりすぐれた手段［である］，それは
あらゆるかの個別性を包括する。」23）

ヘーゲルはここにおいても欲望という目的に
対して，道具に第一義的な地位を与えている。
彼はこのテーマをさらに展開し , 自我による自
己と外的な対象とのあいだへの「狡知」の差し
入れを説明する。そして「自我はこの推理の核
心であり，この道具に関しては活動性である。
しかしそのさい私はもっぱら疲れの量を節約す
るが，なお手にタコができる。」24）として，道
具に独自な様々な活動を，紡績機や紡織機の各
種の諸部分をなす道具において見ている。
さらに「一般に自然の固有の活動，時計のゼ

ンマイの弾力性 , 水，風」の利用が考察される。
「つまりそれらの盲目的な行為が合目的的な行
為へと，―それら自体の反対のものへと転化さ
れる , ―それらの外的な定有

4 4

における自然の理
性的な取り扱い（vernünftiges Verhalten），法

4

則
4

である。」25）    
自然の法則の発見とそれの応用である。「こ

こに衝動が全く労働から後退する。衝動は自然
を使い古す，静かに見つめ，そして軽度の骨折
りで全体を支配する，狡知

4 4

。力に対して，盲目
的な力に対してそれを一側面において取り扱う
狡知の栄誉（Ehre der List）である。」26）＊

＊ 「狡知」は，既述のとうり，「道具」としての，
人間の労働の媒介機能という意味のほかに，さ
らにつぎの意味を含意している。    
  1 ）公開性“ Offenheit ”：狡知は「公開性」
の意味をもつ。「狡知は悪賢さとは異なるある
他のものである。もっとも開放的な行動が最大
の狡知

4 4

（我々は狡知を真実において理解しなけ

ればならない）である，すなはち行動の公開性
によって人間は他のもの<隠されたもの>を
白日のもとにする，…沈黙は悪い低劣な狡知［で
ある］」27）。すなはち「もっとも開放的な行動
が最大の狡知である」。
  2 ）犯罪“Verbrechen”：狡知は「犯罪」の意
味をもつ。「ある意志は他の意志をこの有［未
知識なもの］において捉え，そしてそのことに
よって他のものを自己に従属させたのである―
殺人
4 4

，―犯罪 ―彼は悪
4

である―」28）。「―［彼
は他のものの］その意志

4 4

にさからってのみ暴力
あるいは狡知

4 4

［である］。」29）ここでの「狡知」
は詐欺・瞞着にあたる。 
  3 ）“Laisser faire”：政府の狡知は商工業者の
「自由放任主義」の許容を意味する。「個人が自
分の定有<職業 >へ根を下ろすこと，全体の
原子への分解はここでは阻止される。個人は絶
対的な自由<実業家のもつ恣意>を持つ，そ
してまさにこれは政府の力である。」30）「政府

4 4

の
狡知
4 4

，他人の私的利益の恣意
4 4 4 4 4 4 4

（Eigennutz）に
まかせること ―商人の権利，悟性，この世で
何が必要であるかを知っている，効用―効用

4 4

を
利用し，この世にそれが繰り返し届けられるよ
うにしておくこと。」31）

   以上のように我々は，イェーナ期における
ヘーゲルの理性の「狡知」について論究してき
た。つぎに『法の哲学』の講義録におけるそれ
について見ていくことにしよう。 
 
Ⅲ． 『法の哲学』講義録における「理
性の狡知」

『法の哲学』の第一回講義録であるヴァンネ
ンマン手稿（1817/18）はつぎのように述べて
いる。
「人間における理性性という性格は彼が用い
ている手段，道具において示されます。道具に
よって活動は , さらに特殊化されます。道具に
よって人間は自己と自然との間に手段を差し入
れ，そして彼が手段を利用するにまかせ，そし
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て自己自身をそのように維持する，そうするこ
とによって彼の諸力の消耗を防ぐのです。理性
的なことは一般に自己を維持すること，自己を
変化から取り除くことです。理性はこの媒介を
道具によって発明しました，そして自己維持は
この媒介を人間の義務とします。」32）

ヘーゲルはここで「理性性という性格」
（Charakter der Vernünftigkeit）という術語を
用いて，「理性の狡知」という術語を用いては
いない。しかし両者は同じ思考方法から生まれ
出たものである。すなはち「道具によって人
間は自己と自然との間に手段を差し入れ，そし
て彼が手段を利用するにまかせ，そして自己自
身をそのように維持する，そうすることによっ
て彼の諸力の消耗を防ぐのです。」かくして
ヘーゲルは彼のハイデルベルク期においても，
イェーナ期においてすでに展開された思想の行
程と理論を維持し続けているということができ
る。
つぎに我々はD. ヘンリッヒ編の『法の哲学』

の第三回講義録の手稿（1819/20）を見ること
にしよう。ヘーゲルは述べている。
「人間は彼の道具を自慢する理由があります。
なぜなら，その中には理性的なものが表現され
ているからです。道具は，人間の活動が外的自
然と媒介される媒介項（medium terminus）を
形成します。人間は他のもの［道具］を外的な
もの［自然］に向かわせて，それを摩滅させる
ことによって自分自身を保持するのですが，こ
れこそが，理性の精神なのです。犂やそれと同
じような道具はきわめて古い伝統があります。
この道具を初めて用いた人間たちは死んでしま
い忘れられてしまっていますが，その客観的な
もの［道具］はすべての世代を超えて保持され
ているのです。」33）

D. ヘンリッヒ編のこの手稿では，道具が「理
性の精神（Geist der Vernunft）」として表現
されている。 同じ講義を聴いた聴講生 J.R. リン
ギーァによる手稿では「理性の狡知 （List der 
Vernunft）」34）となっている。
さらに我々は『法の哲学』の第四回講義録で

あるキール手稿（1821/22）を見ることにしよう。
ヘーゲルは周知のように市民社会を三つの視角
から考察している。すなはち A 欲求の体系 B 
司法 C ポリツァイとコルポラツィオーン であ
る。これら三つのモメント，A，B，C，について，
キール手稿は A 欲求の体系 の論究に入る直前
の，第 188 節で論究している。他の講義録およ
び『法の哲学綱要』35）が簡単に触れているの
とは異なり，詳細である。重要な論点であるの
で，長文であるが，この 188 節の全文を各部分
ごとに引用し，解説する。
「A. 第一のことは個別の人間の満足という原
理である，しかし彼は彼の労働によって満足さ
せられる，彼の労働はあらゆるその他の人々の
労働と欲求との連関にある。これはその場合に
欲求の体系であり，個別の人間の福祉がかよう
に創り出される。個々人の福祉のこの産出は自
由一般への関連である。そこには以上のことは，
産出された福祉が自己を普遍性の形式へと昇華
させることによってのみ可能であるということ
である，福祉の産出が普遍性を普遍の自己自身
への自己形成として自己へと仮象させる。」36）

A は，市民社会の「欲求の体系」の要約で
ある。すなはち諸個人の欲求と満足の関係（福
祉）が，自己の労働にもとづく所有を基礎とし
て，互いの労働生産物を交換することによって
のみ実現される。この福祉は自由一般に結び付
いている。ところで，私的な交換というこの媒
介作用は，個々人の欲求という偶然性をつねに
ともなう。とはいえ，この媒介作用は必然でな
ければならない。かくしてこの偶然性の絡み合
いが，交換の基準として普遍性（価値）を生じ
させる。諸個人の福祉は普遍性の形式（価値法
則）においてのみ実現可能である。つぎに B 
司法 を見ることにしよう。
「B. 第二のことはその場合には，普遍が産出
されること，真の普遍が，自由の普遍が産出さ
れることである，自由の普遍は自己において無
限である，自由の人格的なものはまた自由で
ある，しかしこの普遍に対して，この普遍が欲
求において現れるように，自由それ自体の普遍
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が再び抽象的な自由としてのみ存在する。第二
のことは自由の産出であり，保護である。ここ
ではその場合に法はそれの現実の定有を獲得す
る。法が妥当するということがここでは生成す
る，このことはその場合には司法である。利用
するためにそれはまるで法が現れて来るかのよ
うである。法を妥当させることが利己心である。
目的は保護である。これがどのようにして法が
定有に到達するか，そして必然的であるか，と
いう在り方である。人は必然性を区別しなけれ
ばならない。概念の必然性と外的な必然性であ
る。概念において必然的であるもの，それはま
た外的に現存する，それは外的な必然性である，
そしてこの外的な必然性がその場合に法の妥当
の側面を成している。これは理性の狡知である，
理性の狡知が定有の，特殊性の行為の原因をな
している。利己心は自己のみを求める，利己心
が権利を求めることによって，利己心は自己を
求める。権利が妥当することによって，利己心
は権利の利用のために権利を求める。その場合
に特殊性が意志するものとは異なる結果が生ま
れる。これは神意の狡知である，神意は人間に
よって，人間が向自的に行うことによって，神
的な目的を現実性にもたらしている。これは内
的な弁証法であり，自己自身から異なるものが
現れ，特殊性が手段として見ていたものが結果
として産出されているのである。特殊性はか
ように例えばここでは法の基礎および必然性で
ある。特殊性がその領域で活動的となることに
よって普遍が生み出される。―自由というこの
無限なものはかくして権利が妥当するというこ
とである。妥当するということがここでは生ぜ
しめられる，このことは今や初めて人格性の権
利である。」37）

B は，法律制度による所有の保護である。す
なはち欲求の体系とは，「利己心」という駆動
力にもとづいて私的な人格が営業活動する場で
ある。したがって所有と所有にもとづく活動は
法的に保護されねばならない。自由という普遍
の産出とそれの保護が実現されなければならな
い。自由という定有の司法制度による保護であ

る。それはまさに概念の必然性であり，それの
外的な必然性である。「そしてこの外的な必然
性がその場合に法の妥当の側面を成している。
これは理性の狡知である，理性の狡知が定有
の，特殊性の行為の原因を成している。」とは
いえ，特殊性は利己心にもとづいて行為する。
利己心は法の妥当性を徹底して利用する。「利
己心は自己のみを求める，利己心が権利を求め
ることによって，利己心は自己を求める。権利
が妥当することによって，利己心は権利の利用
のために権利を求める。」かくして特殊性の行
為は「法の基礎および必然性である」。とはいえ，
「その場合に特殊性が意思するものとは異なる
結果が生まれる。これは神意の狡知（List der 
Vorsehung）である，神意は人間によって，人
間が向自的に行うことによって，神的な目的を
現実性にもたらしている。これは内的な弁証法
であり，自己自身から異なるものが現れ，特殊
性が手段として見ていたものが結果として産出
されているのである。」かくして「自由という
この無限のもの」が「人格性の権利」として実
現されるのである。最後に C ポリツァイとコ
ルポラツィオーン を見ることにしよう。 
「C. 第三のことはさきの二つのモメントの統
一である。欲求の体系は本来的に概念以外の概
念を持つ，そして自由は，それの妥当が一面的
であるところの人格的なものにのみ本来的に
関わりを持つ。第三のことは今や配慮すること
等々である。第三のことは，まさに今や普遍そ
れ自体が，真の普遍性が特殊の活動性の目的と
して存在すること，普遍がまた普遍として現存
在すること，特殊の利害関心としても存在する
こと，普遍はかように自由であること，そして
特殊性の目的もそこでは顧慮されていることで
ある。ポリツァイとコルポラツィオーン。コル
ポラツィオーンはまずはそれが特殊な利害関心
をそれの目的として持つところの共同体である
が，しかしそれが普遍的に取り扱われるところ
の特殊な利害関心である，かくして利害関心の
普遍が目的である。― それはここで現れる三
つの段階である。」38）
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C は，「欲求の体系」と「司法」の統一である。
市民社会の自由の普遍性は，A と B とにおい
て形成され，保護される。とはいえ両者に含ま
れる個々の行為の偶然性と違法な行為の防止へ
の配慮が必要である。自由の外的な必然性は社
会的に配慮されねばならない。かくして特殊な
利害関心がそれの目的としての「共同体」に，
ポリツァイとコルポラツィオーン に収斂され，
社会的に配慮される。ポリツァイとコルポラ
ツィオーンは国家への媒介環をなしている。

  以上のように，キール手稿はこの 188 節にお
いて市民社会を要約している。そこでは「理性
の狡知」および「神意の狡知」が登場し，労働
手段としての意義を超えた狡知論が人間の自
由および弁証法との関連において展開されてい
る。         
 
Ⅳ．むすび

以上のように，我々はヘーゲルの「理性の狡
知」について，イェーナ期の主要な文献および
『法の哲学』の各講義録において検討を加えて
きた。その結果としてつぎのことが言えるであ
ろう。
「狡知」という思考方法は，基本的に『大論
理学』の「目的論」で詳細に分析されている 
主観的目的 ― 手段 ― 実現された目的 という
推理論の三項関係に照応するものである。
とはいえ，イェーナ期の初期の段階において，

すでに労働過程を具体的に分析し，労働手段の
もつ意義について「狡知」として論究している
ことは驚異的なことである。そしてこの考え方
はヘーゲルのその後の全研究過程を貫いている
といってよいであろう。
「理性の狡知」というこの思想は，人間の普
遍的な自由と深く結びついており，さらにヘー
ゲルの独自な思考方法，たとえば弁証法的方法
について強い影響を与えたものと思量される。
我々は「狡知」という視点から弁証法を再考す
ることが緊要なことであろう。
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